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はじめに：EUにおける産業政策

トリレンマ

EU 産業政策には立法権限上の制約が存在す

る。EU 立法の権限類型では，産業政策は「補

充的行動」に属し1)，産業政策分野で EU が採

択できる措置は，次の条件に服する（EU機能

条約第 173 条）。第 1 に企業間の協力に適した

環境を促進することなどにとどまる。第 2に加

盟国による行動を支援することである。第 3に

加盟国の法令を調和することはできない。第 4

に競争の歪曲をもたらしてはならない。第 5に

税制および労働者の権利・利益に関わるもので

ないことである。

第 173 条に基づき EUがこれまでに行ったこ

とは，コミッションが EUレベルの産業政策の

ビジョンを示すさまざまな政策文書を採択する

こと，また，「補充的行動」として関連立法の

提案を行うことである。後者の例として，「欧

州戦略投資基金」の創設（規則 2015/1017）

や，「欧州イノベーション・技術機構」（EIT）

の設立（規則 294/2008，現行規則は 2021/819）

が実現している。EIT は研究・イノベーショ

ン資金計画である「Horizon Europe」に参加

している2)。

このような権限上の制約があるため，EUに

は「産業政策トリレンマ」が存在すると指摘さ
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れる3)（図表 1参照）。すなわち，EUが政策目

標として設定したグリーン化とデジタル化（以

下，2 重の移行）の達成，単一市場（EU 基本

条約上は域内市場）の維持，および，国家によ

る産業政策のコントロールと資金供給の 3つを

同時にすべて達成することができない。第 1

に，2 重の移行という主要な戦略的目標で実質

的進展がなければ，EUは気候変動に対処し，

デジタル・テクノロジー競争に勝ち残ることが

できない。しかし，それには米中に匹敵するよ

うな巨額の政府および民間の投資が不可欠であ

る。第 2 に，国家が産業政策をコントロール

し，資金を供給することは公平競争条件を歪曲

し，EUの競争力を維持し 2 重の移行目標を達

成するために不可欠な基盤としての単一市場を

損なう。第 3に，EUが単一市場を維持して 2重

の移行目標を達成するためには，国家が産業政

策のコントロールと資金供給の手段を手放し，

EUレベルで権限と財源を共有して欧州共通利

益のために行使することが不可欠である4)。

このような産業政策トリレンマに，EUはど

のように対応しようとしているのだろうか。そ

れには 4 つの柱があると考えられる5)。第 1 に

他分野の立法権限の活用，第 2 に EU コミッ

ションが技術革新の仲介を行うこと，第 3 に

EU レベルの財源の拡充または代替手段の活

用，第 4 に単一市場の対外的保全である。以

下，本稿では，EU 法の視点から産業政策トリ

レンマに対応するための 4つの柱を検討するこ

とにより，EU産業政策の役割と限界を検討す

る。

Ⅰ 産業政策のための他分野の立法権限

：産業政策トリレンマへの対応（1）

1．EU機能条約第114条による各国法の調和

産業政策トリレンマに EUが対応するための

第 1の柱として，他分野の立法権限でとくに活

用されているのが，単一市場の確立と機能のた

めの EU 機能条約第 114 条である。それは，

物・人・サービス・資本の自由移動に対する障

壁を撤廃すること，および，競争の歪曲を除去

することにより域内市場の確立と機能のための

条件を改善することを目的とする各国法の調和

について定める。この条項は「共有権限」とい

う権限類型に属し，EUも加盟国も立法を行う

ことができるが，EUが各国法を調和する立法

を行うとその限りで加盟国は立法できなくな

る6)。この権限に基づく場合，EU司法裁判所

によれば，たとえ産業政策（各国法の調和がで

きない）が EU立法の主要な目的であるとして

も，第 114 条（各国法の調和ができる）を立法

根拠として援用する条件が充足されているなら

ば，それに依拠することが可能である7)。

このようにして，産業政策が目的であって

も，第 114 条を立法根拠とすることにより，各

国法の調和を行うことができる。産業政策のた

めに EU機能条約第 114 条が援用されている立
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図表1 EUの産業政策トリレンマ

出典：Fabian Zuleeg and Philipp Lausberg, “Resolving the

EUʼs industrial policy trilemma”, EPC FLASH ANALYSIS,

19/07/2023 に依拠し，一部表現を修正して筆者作成。



法（案）として，半導体法，重要原材料法，

ネットゼロ産業法などがある。

2．半導体法（EU規則）

半導体法（EU 規則）は，立法根拠として

EU機能条約第 173 条と第 114 条を併用してい

る8)。大規模な技術革新能力および半導体産業

における十分なテクノロジー能力を創出するこ

とについては，EU 機能条約第 173 条（産業政

策）を立法根拠として使用する一方，高度な半

導体製造への投資の支援・調整により半導体テ

クノロジー分野における EUの供給の強靭性と

安全を向上させること，また，監視と危機対応

の調整を可能にすることについては，EU機能

条約第 114 条（域内市場）が立法根拠とされて

いる9)。

3．重要原材料法（EU規則案）

EU のために重要原材料の安定的かつ持続可

能な供給を確保することを目的とする重要原材

料法（EU 規則案）は，EU 機能条約第 114 条

のみを立法根拠としている。多数の戦略的部門

の機能にとって不可欠な重要原材料の欧州市場

での安定維持を確保するには，潜在的な供給の

途絶に取り組む必要がある。供給の途絶，それ

に伴う不足および価格の急変動の発生により，

各国レベルの一方的な対応が引き起こされる可

能性がある。そのような対応は，調整されない

ままであるならば，競争を歪曲し，EU 内での

物の自由移動に対する障壁を生み出しかねな

い。そのため，重要原材料法を通じて，域内供

給を強化し，リスクと備えを監視するための措

置を含め，供給途絶の可能性を構造的に低減さ

せる措置を調整して導入することにより，単一

市場の機能保全に寄与する10)。

4．ネットゼロ産業法（EU規則案）

EU がネットゼロ・エネルギー分野でテクノ

ロジー製造業の発展を支援する法的枠組みを一

般的目標とするネットゼロ産業法（EU 規則

案）は，EU 機能条約第 114 条に基づくことに

より，ネットゼロ・テクノロジー製造業が繁栄

することのできる EU内での公平競争条件を創

出するために各国法の調和を拡大する措置をと

ることができるとしている。とくに，EU にお

けるネットゼロ・テクノロジーのための製造能

力を増大させるために各国法の調和を行うこと

により，たとえばネットゼロ・テクノロジーの

生産者のための許認可プロセスが加盟国間でば

らばらな状況を解消することができる。その結

果，EU 内で新たな生産施設を構築し，または

既存の生産施設を拡張しようとする生産者に

とって行政負担が簡素化される11)。

Ⅱ 産業アライアンスの活用

：産業政策トリレンマへの対応（2）

EU が産業政策トリレンマに対応するための

第 2 の柱は，「産業アライアンス」（industrial

alliances）の活用である。すなわち，EU コ

ミッションが技術革新の仲介者として，加盟

国，産業界および科学コミュニティとともに，

複数の部門および国にまたがる産業アライアン

スを立ち上げ，単一市場におけるネットワー

ク・スピルオーバーを実現することである。そ

の目的は，既存の部門において技術革新を促

し，欧州全域にまたがる生産ネットワークを確

立することにより新たな生産能力を構築するこ

とである12)。

そのような産業アライアンスの最初の例が，

EU コミッションと欧州投資銀行の支援を受
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け，EU 内の各国機関，地域，産業研究所およ

びバッテリー・バリューチェーンにおける他の

ステークホールダーが参集して 2017年から始

まった欧州バッテリー・アライアンス（the

European Battery Alliance: EBA）である13)。

EBA の設立目的は，EU 内でバッテリーに関

係する技術を開発し，バッテリーの生産工場

（能力）を EU 内に建設することであり，現在

440 以上の企業や組織が加盟している14)。EU

コミッションが仲介した産業アライアンスのリ

ストとして，図表2を参照されたい。

Ⅲ EUレベルの財源の拡充または

代替手段の活用

：産業政策トリレンマへの対応（3）

1．EUレベルの財源の拡充

EU が産業政策トリレンマに対応する第 3 の
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図表2 EUコミッションが仲介した産業アライアンス

EU産業

アライアンス
開始年月

コミッションの

参加形態
主要アクター 目的

欧州バッテリー・アラ

イアンス：EBA

2017 年 9 月 アライアンスの立ち上

げと統括

コミッション，欧州投資銀

行，欧州イノベーション･技

術機構（EIT）InnoEnergy，

ノースボルト社

欧州バッテリー・バ

リューチェーンの発展

循環プラスチック・ア

ライアンス：CPA

2018 年 12 月 同上 コミッション域内市場総局 リサイクル・プラス

チックの使用増大

欧州クリーン水素アラ

イアンス：ECH2A

2020 年 7 月 アライアンスの立ち上

げと水素年次フォーラ

ムの主催

コミッション，欧州水素・燃

料電池協会

欧州水素バリュー

チェーンの構築

欧州原材料アライアン

ス：ERMA

2020 年 9 月 アライアンスの立ち上

げと統括

コミッション，EIT Raw-

Materials

重要原材料の供給先分

散化による過度な依存

の低減

産業データ・エッジ・

クラウド欧州アライア

ンス

2021 年 7 月 アライアンスの立ち上

げとアライアンスの立

ち上げ・パートナーか

らの規制に関する専門

知識の収集

コミッション通信ネットワー

ク・コンテンツ・技術総局

（DG CONNECT）

域内産欧州クラウド・

テクノロジーの開発

プロセッサー・半導体

テクノロジー産業アラ

イアンス

2021 年 7 月 アライアンスの立ち上

げと EU半導体法によ

る官民投資の促進

コミッション，欧州投資銀

行，欧州イノベーション会議

（EIC）

欧州半導体開発におけ

る格差の特定

再生可能・低炭素燃料

バリューチェーン産業

アライアンス

2022 年 4 月 ハイレベル運営委員会

の立ち上げと議長

コミッション運輸総局 航空・水上輸送部門に

おける低炭素燃料の生

産供給の増強

ゼロエミッション航空

アライアンス：AZEA

2022 年 6 月 総会の立ち上げと主催

者としての活動

コミッション防衛産業・宇宙

総局

持続可能な航空および

低排出燃料の入手可能

性のための基準設定

欧州太陽光発電産業ア

ライアンス

2022 年 12 月 アライアンスの立ち上

げ，促進，欧州太陽光

発電フォーラムの主催

コミッション 太陽光発電産業エコシ

ステムの開発

出典：Donato Di Carlo & Luuk Schmitz（2023）：“Europe first? The rise of EU industrial policy promoting and protecting the single

market”, Journal of European Public Policy， DOI：10.1080/13501763.2023.2202684, p. 19（Table 2）および“European

Battery Alliance”, European Commission.



柱として，EUレベルの財源の拡充と代替手段

の活用がある。COVID-19 パンデミックによ

る欧州統合の危機に対応するため創設された復

興基金「次世代 EU」の 7500 億ユーロ（2018

年価格，贈与分 3900億ユーロと貸与分 3600億

ユーロから成る）の大部分を占める「復興･強

靭化基金」（RRF）は，グリーン化とデジタル

化という 2重の移行を基軸とする給付・融資を

行う。加盟国は EU から受け取る資金の 37％

以上をグリーン化，また，20％以上をデジタル

化に活用する義務があり，RRFは産業政策の

財源としても位置づけられている15)。

しかし，産業政策トリレンマを克服するため

には RRFだけは不十分であるとみなされてい

る。RRFは，経済的に強い国から弱い国への

財政移転であり，一時的な財源として 2026 年

末で終了する。EU は，巨額の補助金をクリー

ン･テクノロジーの製造につぎ込んでいる米中

に対抗して，炭素排出量を削減して気候変動に

対処できる新たなテクノロジーで主導権を握る

ため，クリーン水素のようにすべての加盟国に

とって等しく重要な EU共同プロジェクトに使

用する財源を必要としている16)。

このような危機意識から，EUコミッション

のフォン･デア･ライエン委員長は，2022 年 9

月 14日欧州議会の演説で，とくにアメリカの

インフレ抑制法（IRA）を念頭に「欧州版

IRA」として，「未来のために，私は新たな欧

州主権基金を創設するよう提案します」と述

べ17)，2023年夏に提案を行い，欧州産業のグ

リーン化とデジタル化への移行を支援するため

共通財源を有する欧州共通産業政策を実現する

ことをめざそうとした18)。

ところが，「倹約派」の北部欧州諸国の強い

抵抗により「欧州主権基金」構想は頓挫し19)，

その代わりに 2021〜2027年多年度財政枠組み

（MFF）の修正により予算の増額を行い，「欧

州戦略技術プラットフォーム」（STEP）（100

億ユーロ）を新設した。STEPを通じた財政支

援額として最大 1600億ユーロが想定されてい

るが，その大部分は既存の EU予算から振り向

けられ，新たに増額されるのは合計 100億ユー

ロのみである20)。

2．代替手段の活用

（1）国家援助規制と適用除外

EU による国家援助規制は，加盟国が経済的

および社会的政策を追求するために自国の予算

を使用する仕方をコントロールすることによ

り，単一市場の機能を保全するための公平競争

条件を確保することを意味する．そのため，国

家援助は，競争を制限し，加盟国間の貿易に効

果を有する場合に禁止される（EU機能条約第

107 条 1項）。しかし，EUコミッションは一定

種類の国家援助が適用除外事由（第 107 条 2，

3項）に該当する場合，それらを許可すること

ができる21)。

（2）欧州共通利益を有する重要プロジェクト

の執行を推進する援助（IPCEI）

EUコミッションは，ローマ条約（1957年署

名，1958年発効）以来存在する規定である EU

機能条約第 107 条 3項（b）の「欧州共通利益

を有する重要プロジェクトの執行を推進する援

助」（IPCEI）という適用除外事由について，

2014年文書22) により事実上はじめて明確な基

準を示した。その後，2021年文書23) により改

正されている。現行の基準によれば，IPCEIプ

ロジェクトは，たとえばグリーン化とデジタル

化の 2重移行のいずれかにとって大きな重要性
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を有することにより EUの目的または戦略に重

要な貢献を行うこと，すべての加盟国に開放さ

れ，通常少なくとも 4カ国が参加すること，プ

ロジェクトの利益が資金提供国だけでなく，

EU内の広範な地域に及ぶこと，受益事業者か

らの相応の共同出資を伴うことなどが必要とさ

れる。また，IPCEIプロジェクトの承認手続に

おいて，当該プロジェクトの設計，選定および

ガバナンス組織に EUコミッションまたはその

委任を受けた機関の参加があることなどが，有

利な要素として働くことが示されている24)。

2018年にマイクロエレクトロニクスに関す

る IPCEI が初めて承認され，それ以降 2020年

を除いて，毎年少なくとも 1件が承認されてい

る。承認された IPCEI の一覧について，図表

3を参照されたい。

（3）危機・移行暫定枠組（TCTF）

「欧州主権基金」の挫折により，EU が打ち

出しているのが国家援助（state aids）の規制

の緩和により加盟国の財源を EU産業政策に資

する形で活用することである。

ネットゼロ産業法に関連して構想されていた

「欧州主権基金」が挫折した点を一部埋め合わ

せる代替措置として，「グリーンディール産業

計画」の一部に含める形で「危機・移行暫定枠

組み」（TCTF）25) が 2023年 3月 9日に採択さ

れた26)。

2025 年 12 月末までの措置として TCTF に

より，欧州経済領域（EEA，単一市場をノル

ウェー，アイスランド，リヒテンシュタインに

拡張した取り決め）の投資が域外に向かうのを

回避するため，EU諸国はバッテリー，太陽光

パネル，風力タービン，ヒートポンプ，二酸化

炭素回収・有効利用・貯留（CCUS）のよう

な，ネットゼロ経済へ移行するための関連機器

の製造，および，それらの生産のために必要な

主要部品と重要原材料への投資を支援すること

ができる。また，外国の補助金が同様の投資を

支援する場合，一定の要件を充たすならば，そ

れに相当する金額の国家援助を供与することも

できる27)。TCTF に基づき承認されたグリー

ン化移行の加盟国措置の一覧について，図表

4を参照されたい。
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図表3 承認された IPCEI の一覧

IPCEI
超小型

電子技術
バッテリーⅠ

バッテリーⅡ

EuBatin

水素Ⅰ

Hy2Tech

水素Ⅱ

Hy2Use

超小型電子技

術・通信技術
合計

開始年 2018 2019 2021 2022 2022 2023

参加企業数 29 17 42 35 29 56 208

参加

プロジェクト数
43 22 46 41 35 68 255

承認金額

（EUR）
19億 32億 29億 54億 52億 81億 267億

民間投資

見積額(EUR)
65 億 50億 90億 88億 70億 137億 500億

参加国数
独仏伊他

5カ国

独仏伊他

7カ国

独仏伊他

12カ国

独仏伊他

15 カ国

仏伊他

14カ国

独仏伊他

14カ国
21カ国

出典：Important Projects of Common European Interest（IPCEI）, European Commission.



（4）一括適用除外規則

EUコミッションはまた，2023年 6月 23日，

グリーンディール産業計画に合わせて，一括適

用除外規則（GBER）の改正を正式に採択し

た28)。これは 2026 年末まで適用される。この

改正により，GBERの適用範囲にあり，すべて

の要件を充足する国家援助措置について，加盟

国は EU コミッションに届出を行う必要がな

い。これには，TCTF に該当するグリーン化

移行の加盟国措置を含む環境保護・エネルギー

支援，研究開発分野での IPCEI プロジェクト

なども対象になりうる29)。

Ⅳ 単一市場の対外的保全

：産業政策トリレンマへの対応（4）

1．開放型戦略的自律性（OSA）

米中がテクノロジーでデカップリングを強

め，既存の多国間制度が弱体化し，欧州にも地

経学的影響が及ぶ中，EUは単一市場を保全す

る必要に迫られている。このような状況に対応

して，EU は「開放型戦略的自律性」（Open

Strategic Autonomy：OSA）という概念に基

づき行動している。

OSAは，条件付開放性に基づく選択的相互

依存という認識の下，欧州的な価値規範と利益

を反映した自律的手段を行使することを意味す

る30)。EU は安全保障・防衛政策上の権限が弱

いため，その自律的手段として貿易投資および

単一市場における権限の地経学的行使が選択さ

れる31)。

2．ブリュッセル効果と単一市場政策の地経

学的使用

（1）ブリュッセル効果の定義と発生条件

ブリュッセル効果とは，「グローバルな市場

を規制する EU の一方的なパワー」を意味す

る32)。その発生条件は，第 1 に市場規模が大

きいこと，第 2にグローバルな規制権限を行使

するために十分な規制能力があること，第 3に

厳格な基準が選好されること，第 4に規制が消

費者市場のように当該国・地域から逃避できな

い非弾力的対象に向けられていること，第 5に

単一の厳格な基準を不可分なものとしてグロー
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図表4 TCTFに基づき承認されたグリーン化移行の加盟国措置の例（2023年）

承認月日 加盟国 移行措置 援助額（EUR）

4月 3日 イタリア
ネットゼロ経済への移行促進のための再生可能水素生産の支援ス

キーム
4億 5000万

5月 11日 スペイン
ネットゼロ経済への移行促進のための電気・コネクテッド車両用

バッテリーの生産支援スキーム
8億 3700万

6 月 8日 スロヴェニア
ネットゼロ経済への移行促進のための再生可能エネルギーの提供開

始の支援スキーム
1億 5000万

6 月 21日 ハンガリー ネット経済への移行促進のための電気貯蔵施設の支援スキーム 11億

7 月 19日 ドイツ
ネットゼロ経済への移行促進のための戦略的物品への民間投資の支

援スキーム
30億

7 月 28日 ハンガリー
ネットゼロ経済への移行促進のための戦略的部門への投資加速ス

キーム
23億 6000万

出典：List of Member State measures approved under Temporary Crisis Transition Framework, European Commission, 14 August

2023.



バルに遵守する便益が，規制の甘い国・地域に

おいて緩い基準を使い分けて用いる便益を上回

ること（不可分性）である33)。

（2）EUによるブリュッセル効果の意図的活用

EU の単一市場規制は当初，「単一市場の分

断化」を防止するために加盟国法の調和を行う

という対内的動機から発生したものであった

が，その対外的な影響力が「副産物」として波

及するようになった。これが次第に EUで認識

されるようになり，2007年頃から単一市場の

規制が市場原理を通じてグローバル・スタン

ダードになり，また，そのことが EUの産業に

とっての公平な競争条件を確保することを意識

して，一般データ保護規則（GDPR）のような

EU立法が制定されるようになった34)。

EUコミッションの「2023年単一市場年次報

告書」では，ブリュッセル効果について，次の

ように言及されている。

「単一市場の規模，EU の規制リーダーシッ

プ，国際基準を形成し，EU 基準と価値を投影

する能力は，欧州にとって多大な地政学的挑戦

の時代に自己の利益を投影する不可欠の手段を

与えている。EUおよびそのステークホルダー

は，欧州の価値，利益および立法に合致するグ

ローバル・スタンダードを発展させるために国

際標準設定団体における作業を推進する。これ

が可能でないとき，欧州コミッションは国際的

妥当性を有する世界クラスの欧州基準の精緻化

を推進する。単一市場の経済的重要性のゆえ

に，安全，環境，データ保護に関する高い水準

のような欧州のルールと価値の影響と妥当性が

高められ，重要な手段と影響力を創り出す。そ

れは学界でブリュッセル効果と呼ばれている現

象である」35)。

このようにして，EUは開放型戦略的自律性

に基づき，単一市場規制のブリュッセル効果を

地経学的に活用して，欧州的価値規範と利益を

追求している。

（3）単一市場政策のブリュッセル効果と地経

学的行使

ブリュッセル効果を発生する単一市場政策分

野では，デジタル化に関連して次のような立法

（案）が採択されている。第 1 に，デジタル市

場におけるゲートキーパーである大手プラット

フォームが不公正なルールを作り出して競争

を制限することに対して事前規制を課すこと

を目的とする EU 規則としてデジタル市場法

（DMA）36) である。第 2に，デジタル・サービ

スのすべてのユーザーの基本権が保護される一

層安全なデジタル空間を創設することを目的と

する EU 規則としてデジタル・マーケット法

（DSA）37) である。第 3 に，人工知能（AI）の

健康，安全，基本権などへのリスクに対処する

とともに，AI の導入，AI への投資，AI によ

るイノベーションを強化することを目的とする

AI 規則案38)，などである。これらは，ブリュッ

セル効果を発生すると考えられ39)，また，EU

内消費者に向けてビジネスを行う域外企業に

EU規制を適用する「域外適用条項」により補

強されている40)。

また，グリーン化に関連して，たとえば，

EUに輸入される一定の産品の生産過程で発生

した炭素排出量に対する価格（炭素賦課金）の

支払いを求めることを定める EU 規則として

「炭素国境調整措置」（CBAM）41) が採択され

ている。EU域外での生産による温暖化ガス排

出に炭素賦課金という形で企業に責任を負わせ

ることは，域内産品に課される EU規制基準の
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「域外適用」を意味する。域外企業が EU 市場

を最優先して EU基準を他国市場でも不可分に

採用し，グローバル市場向けに生産拠点を EU

基準に適合している国に移動させる場合に，ブ

リュッセル効果が発生する42)。

なお，ブリュッセル効果を伴わないが単一市

場政策を補完するものとして，貿易投資のため

の共通通商政策（EU機能条約第 207 条）では，

「経済的威圧対抗規則案」43)（合意済み），「国

際通商ルール遵守確保規則」44)，「対内直接投

資スクリーニング規則」45) などが採択されて

いる。また，外国補助金規則46) では，立法根

拠として単一市場政策（第 114 条）が併用され，

外国政府の補助金を受けた企業の単一市場にお

ける事業活動について EUコミッションが審査

する枠組みを設けることにより，外国政府の補

助金を受けた企業の投資に国家援助規制を「域

外適用」するような形をとっている47)。

結語

EU 産業政策のトリレンマを克服して，単一

市場を基盤にデジタル化とグリーン化という 2

重の移行を達成するには，産業のための財源と

産業政策の手段に対するコントロールを国家レ

ベルから EUレベルにシフトさせて財源と権限

をプールし，EUが欧州の共通利益に資する戦

略的政策方針を示さなければならない48)。そ

のようにして産業政策トリレンマを解決するこ

とは EU が単一の国家になることを含意する

が，加盟国にはそのような用意がないことは明

らかである。たとえば，ドイツ連邦憲法裁判所

は，欧州統合に服さないドイツ憲法の中核的領

域の中に，国家の歳出入に関する基本的な財政

決定やドイツ連邦議会の予算上の自律性が含ま

れるとしている49)。

このような産業政策上の限界に対応するた

め，本稿では，EU が，第 1 に他分野の立法権

限の活用，第 2に EUコミッションが技術革新

の仲介を行うこと，第 3に EUレベルの財源の

拡充または代替手段の活用，第 4に単一市場の

対外的保全を行っていることを明らかにした。

しかし，第 1の点は産業政策に関わる各国法

の調和を行うことであり，また，第 4の点はブ

リュッセル効果を伴う EU規制の対外的活用で

あるが，それらは必ずしも EU自体が産業政策

上の手段をコントロールすることを意味しな

い。さらに，第 2の点は EUコミッションが産

業政策上の仲介者にとどまり，主役ではないこ

とを反映している。

他方，第 3の点については，「欧州主権基金」

構想が「倹約派」の北部欧州諸国の反対に直面

し，EUレベルの財源の拡充は容易ではない。

その代替手段として国家援助規制を緩和するこ

とがなされているが，EUコミッションが承認

した IPCEIプロジェクト（図表 3）およびTCTF

によるグリーン化移行措置（図表 4）を活用し

ているのは，補助金額および件数とも圧倒的に

ドイツであることがうかがえる。それは，EU

統合の最大の成果である単一市場での競争を歪

曲し，分断化しかねない50)。

2024年 5月の欧州議会選挙で，EU産業政策

に対して欧州レベルでどのような民意が示され

るのかに期待したい。
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